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「コーポレート・ガバナンス基本方針」制定のお知らせ 

 
 
 

当社は、今般、「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 
 

 

記 

 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「企業は株主、顧客、従業員、関連企業などのステークホルダーがそれぞれの目的を達成するために関わ

っており、全てのステークホルダーが共存共栄し、発展していくために最大限に努めるものである。」という考えに

基づき、透明性、公平性、スピード、グローバル、そして株主重視の経営姿勢を強く意識したコーポレート・ガバナ

ンスを推進して参りたいと考えております。また、総合的な金融サービスを提供する企業グループとして、更なる持

続的な成長及び企業価値の向上を図るための取り組みを積極的に推進します。 
 
 
 
 

２．本基本方針の開示先 

 詳細は添付の「コーポレート・ガバナンス基本方針」をご参照ください。 

なお、当社ホームページにも掲載しております。 

   http://www.m2hd.co.jp/ir/corporate.php 

 
 

以  上 
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コーポレート・ガバナンス基本方針 

 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「企業は株主、顧客、従業員、関連企業などのステークホルダーがそれぞれの目的

を達成するために関わっており、全てのステークホルダーが共存共栄し、発展していくた

めに最大限に努めるものである。」という考えに基づき、透明性、公平性、スピード、グロ

ーバル、そして株主重視の経営姿勢を強く意識したコーポレート・ガバナンスを推進して

参りたいと考えております。また、総合的な金融サービスを提供する企業グループとして、

更なる持続的な成長及び企業価値の向上を図るための取り組みを積極的に推進します。 

 

本方針の内容は、取締役会によって定期的に見直され、必要に応じて取締役会の決議によ

り改正されます。 

 

 

1. 株主の権利・平等性の確保 

 

（1） 当社は、株主の各種権利が実質的な平等性を持って確保されるよう、その環境整備

に努めます。（原則 1-1） 

（2） 株主総会の会社提案議案について賛否結果の分析を行い、反対票が多かったものに

ついては、株主との対話その他の対応の要否について検討します。（補充原則 1-1①） 

（3） 当社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当た

っては、取締役会においてコーポレート・ガバナンスに関する役割・責務を十分に

果たし得るような体制が整っているか否かを考慮し、そのような提案が経営判断の

機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れます。（補充

原則 1-1②） 

（4） 当社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよ

う配慮します。（補充原則 1-1③） 

（5） 当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報

を適切に開示し、透明性を確保します。（補充原則 1-2①） 

（6） 当社は、株主が株主総会議案の十分な検討時間を確保し、適切に議決権を行使する

ことができるよう、株主総会招集通知、参考書類等を早期に送付するとともに、招

集通知発送日より前に当社のウェブサイト及び TDnet 等に掲載します。（補充原則

1-2②） 

（7） 株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供の観点を考慮し、定時

株主総会開催日は極力集中日を避けて、適切な設定に努めます。（補充原則 1-2③） 

（8） 信託銀行等の名義で株式を保有している機関投資家等より、株主総会に出席し議決



権を行使するなどの申し出が事前にあった場合には、信託銀行等と協議を行い、適

切な手続きのうえ対応します。（補充原則 1-2⑤） 

（9） 当社は、利益還元策として安定配当の継続実施、業績に応じた適正な成果配分、お

よび機動的な自己株式取得を実施し、また、内部留保については、将来の事業拡大

と財務体質強化に向けて活用することを基本的な資本政策としております。（原則

1-3） 

（10） 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後、取引関係の強

化等の目的のため保有する可能性がありますが、その場合、政策保有株式について

中長期的な経済合理性や保有先との関係性を検証することにより保有リスクの最小

化に努め、取締役会において定期的または適時に保有の適否を見直します。 

政策保有株式の議決権の行使にあたっては、保有先の中長期的な企業価値向上およ

び当社の株主価値増大に資するかどうかを総合的に勘案し、議案ごとに賛否の判断

を行い行使します。（原則 1-4） 

（11） 当社は、現在、買収防衛策を導入しておりませんが、今後、導入を検討する際には、

その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主の

皆さまに十分な説明を行います。（原則 1-5） 

（12） 当社は、当社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方を

明確に説明することとし、株主が株式を手放す権利を不当に妨げることはいたしま

せん。（補充原則 1-5①） 

（13） 当社は、自己株式の希薄化をもたらす資本調達については、取締役会においてその

必要性や合理性を慎重に検討し、実施の場合は、速やかに開示及び説明します。（原

則 1-6） 

（14） 関連当事者取引等が発生する前に、取締役会で、その内容について、検証及び検討

を行い、取引の公正性を確保することを前提に、特定の関連当事者への利益供与に

ならないよう、および、株主の皆さま共同の利益を害することのないよう対処いた

します。また、年１回、役員に対して、関連当事者取引についての調査を行い、確

認しております。（原則 1-7） 

 

2. 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

 

（1） 当社は、ステークホルダーとの適切な協働に努め、取締役および経営陣は、健全な

事業活動倫理を尊重する企業文化の醸成に努めます。（基本原則2） 

（2） 当社は、中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念を策定しております。（原則

2-1） 

（3） 当社グループの企業理念である「挑戦（Challenge）と規律（Standard）」には、行

動準則が含まれて策定されており、事業活動の第一線にまで広く浸透するように勤



めております。（原則2-2） 

（4） 当社においては、内部統制の一環として、行動準則を含む経営理念が企業文化とし

て定着しているか否かを定期的にレビューしてまいります。（原則2-2①） 

（5） 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る

課題について、適切に取り組んでいきます。（原則2-3、補充原則2-3①） 

（6） 当社では、多様な人材が活躍できる組織つくりを目指し、性別や国籍その他の条件

に関係なく、従業員の希望と能力に応じた多様な人材登用を行っております。（原則

2-4） 

（7） 当社は、法令や諸規定に反する行為等を早期に発見し、是正することを目的とした

経営陣から独立した窓口を有する内部通報制度（ホットライン窓口）を設けており

ます。また、「内部統制システムに関する基本方針」に基づいて同制度を利用した従

業員が不利益な扱いを受けないよう体制を整えております。（原則2-5、補充原則2-5

①） 

 

3. 適切な情報開示と透明性の確保 

 

（1） 当社は、当社の財務情報・非財務情報について、法令に基づく開示は当然として、

それ以外の場合でも必要に応じて開示するように努めます。（基本原則3） 

（2） 当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、法令に基づく開示以外にも、

当社の意思決定の透明性、公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを

実現するとの観点から当社ホームページや投資家説明会を通じて主体的な情報発信

を行います。（原則3-1） 

１）当社の企業理念 

挑戦と規律 ～ Challenge & Standard ～ 

資産運用のために開かれている膨大な国際金融市場。私たちは、あらゆる領域を

超えてこの市場とお客様の架け橋となるべく、次の「挑戦」と「規律」という言

葉を理念として掲げています。 

挑戦 ～ Challenge ～ 

私たちは3つの「P」にChallengeします。 

1. Pioneer 既成概念や常識に捉われない新たな金融市場の開拓 

2. Professional 最高品質の商品とサービスの提供を追求するプロフェッショ

ナルマインド 

3. Partnership わかり合い、ともに歩む、お客様と結ぶ長く厚い信頼関係 

規律 ～ Standard ～ 

私たちが取り扱う金融商品はリスクを伴うもの。そのリスクを十分に理解し、金

融商品としての「規律」を保っていくことで、私たちはこれからの業界の 



"Standard"「標準」を作ります。 

High Standards of Discipline 高い規律 

de facto Standard 業界標準 

Global Standard 世界基準 

なお、当社の企業理念は行動準則を含むものとなっております。 

２）基本的な考え方と基本方針 

当社のホームページに掲載しています「コーポレート・ガバナンス基本方針」を

ご参照ください。 

３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

報酬は、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としてお

ります。従業員賞与は毎年の連結営業利益をベースとし、配当、従業員とのバラ

ンス、過去の支給実績などを総合的に勘案の上、決定しております。 

４）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たって

の方針と手続 

経営陣幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体としての知識・経験・

能力のバランスを考慮し、的確かつ迅速な意思決定が実施出来ること、ならびに

各個人として人望があり、法令および企業倫理の順守に徹する見識を有すること

を基準として、総合的に選任・指名しております。 

監査役候補については財務・会計、ガバナンスに関する知見、当社事業に関する

知識、企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点

より総合的に指名しております。 

上記方針に基づき、社長が提案し、取締役会で決議しております。 

５）経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指

名についての説明 

社外取締役候補および社外監査役候補については、既に個々の選任理由を株主総

会参考書類にて開示しております。また、取締役候補・監査役候補の選任・指名

については、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載しております。 

（3） 当社株主のうち海外投資家等が占める割合は以前と比べて増えております。これを

踏まえて当社では、企業分析レポート作成 を専門に行う第三者に客観的な立場から

英語版のレポートを作成してもらい、 これを当社ホームページで紹介する等、海外

投資家に一定の配慮をしております。今後は、より一層海外投資家が当社の情報に

アクセスしやすい環境整備に努めてまいります。（補充原則3-1②） 

（4） 当社は、監査役会を構成する監査役の過半数以上が社外監査役としているため、毎

年の外部会計監査法人の選解任および監査報酬に関して、監査役の独立性判断が確

保されるよう対応しています。また、外部会計監査法人の独立性と専門性の有無に

ついて確認を行っています。（補充原則3-2①） 



（5） 監査役会は、外部会計監査法人による適正な監査をするため、以下の対応を行いま

す。 

１）外部会計監査法人から監査計画の提示を受け、高品質な監査を可能とする十分

な監査時間を確保します。 

２）外部会計監査法人による経営者インタビューが定期的に行われていることを確

認します。 

３）外部会計監査法人と監査役会及び内部監査室との十分な連携を確保します。 

４）外部会計監査法人が不正等を発見した際は、監査役会は必要な対応を行います。

（補充原則3-2②） 

 

4. 取締役会等の責務 

 

（1） 取締役会は、株主に対する受託者責任及び説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長

と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るため、企業

理念を定め、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、独立

した客観的な立場から、業務執行取締役及び上級職員に対する実効性の高い監督を

行います。（基本原則 4） 

（2） 取締役会は、当社の経営理念を踏まえ、具体的な経営戦略や経営計画の策定等にあ

たっては建設的な議論を行ってまいります。（原則 4-1） 

（3） 取締役会は稟議規程において経営陣に対する委任の範囲を明確に定めており、その

概要は次の通りです。 

人事労務に関する事項・年間金額 1,000 万円未満の業務委託あるいは受託契約・業

務細則及びマニュアルの制定及び改廃・1,000 万円未満の固定資産の取得及び処

分・年間 1,000 万円未満のリース契約の締結・システムの開発等・3,000 万円未満

の資金調達及び運用等※・信託銀行との顧客分別金の管理等（補充原則 4-1①） 

（4） 取締役会は上級職員であるゼネラルマネージャーの選任及び解任について権限を有

しており、その選任、解任及び定期的に実施される人事評価や面談を通じて、次期

経営陣の後継者の計画について適切に監督して参ります。(補充原則 4-1③) 

（5） 当社においては、毎月 1 回開催される定例取締役会とは別に、社外監査役を除く全

役員によって構成される経営連絡会が毎週 1 回開催されており、その場において、

経営陣から健全な企業家精神に基づく提案がなされ、そうした提案について取締役

会開催の前に十分な検討を行う機会が確保されており、ひいては取締役会が経営陣

幹部の迅速・果断な意思決定を支援する体制が確保されております。また、経営陣

の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業

家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行うよう配慮しております。（補

充原則 4-2） 



（6） 取締役会は、事業年度ごとに年次計画に照らした業績評価を行い、その評価結果を

経営陣幹部の人事・報酬に反映しているとともに現金報酬と自社株報酬との割合を

適切に設定しております。（補充原則 4-2①） 

（7） 当社は純粋持株会社であり、当社の取締役が主要子会社の代表取締役を兼務するこ

とで、グループ会社の複数の事業領域にまたがる課題の対策を協議し、具体的な問

題を迅速に把握し対処できる体制を取りつつ、取締役会による実効性の高い監督、

会社業績及び個人業績を適切に評価しています。（原則 4-3、補充原則 4-3①） 

（8） 企業情報が適時且つ正確に開示されるように、重要な企業情報については、必要に

応じて取締役会への報告を行っております。（原則 4-3） 

（9） 取締役会は内部統制システムの構築及び運営に注力しており、また、内部統制委員

会、リスク管理委員会を定例で開催し、リスク管理および内部統制システムの進捗

状況等について、全取締役及び常勤監査役が報告を受ける体制を整えております。

（原則 4-3） 

（10） 当社グループ内での関連当事者取引については、取引を行わなければならない場合

は独立性確保の観点も踏まえ、取引条件及びその決定方法の妥当性について、複数

の独立役員を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行います。（原則

4-3） 

（11） 取締役会は、経営陣幹部である業務執行取締役及びゼネラルマネジャーの選定・選

任及び解任について権限を有しており、それら手続においては、経営陣幹部の評価

に基づいて公正に行っております。（補充原則 4-3①） 

（12） 当社においては、個々の案件におけるコンプライアンス面での審査は業務執行取締

役を含むコンプライアンス担当者により実行されており、また、財務報告に係る内

部統制システムの構築・整備・運用・評価は内部監査室を中心としたプロジェクト

チームが事務局となって実施実行してされており、取締役会は、これら手続が有効

に運用実行されているか否かの監督に重点を置き、監査役会は内部統制全体の監査

を行っております。（補充原則 4-3②） 

（13） 当社監査役会は 4 名体制で運営しており、その内常勤監査役を除く 3 名は社外監査

役で、税理士、監督行政経験者、監査法人経験者であり、各分野において高い専門

知識と豊富な経験を有しております。 

また監査役及び監査役会は、監査に当たり方針、監査計画等を定め、取締役の職務

の執行に対し独立した客観的な立場で適切に判断を行うこととしております。 

さらに、良質なコーポレートガバナンス体制の強化に専心し、会社の透明性・公正

な意思決定を担保するとともに、取締役会においてあるいは経営陣に対して積極的

に権限を行使し、適切な意見の表明を行うこととしております。（原則 4-4） 

（14） 当社監査役会では、常勤監査役は常勤者としての役割を踏まえ、監査の環境の整備

及び企業集団内の情報の収集に積極的に努めております。 



さらに、内部統制システムの構築・整備・運用の状況を日常的に監視、検証するこ

ととしております。 

また社外監査役は、その独立性及び保有する高度な専門知識と経験を生かし、中立

の立場から客観的に監査を行い、公正な意見表明を行うこととしております。 

また取締役会以外の局面においても、各監査役が適時社外取締役との情報交換及び

連携を行っており、監査の実効性の確保に努めております。（補充原則 4-4①） 

（15） 取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステ

ークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、会社及び株主共同の利益のために行動

します。（原則 4-5） 

（16） 当社の社外取締役は 1 名ですが、取締役会以外に経営連絡会、営業戦略会議、内部

統制委員会及びリスク管理委員会に出席し、また、必要に応じてその他会議に出席

し、業務の執行と一定の距離を置く取締役として活動され、それらによって得た業

務上の知識と情報を取締役会に反映しております。（原則 4-6） 

（17） 当社の独立社外取締役は１名ですが、弁護士として長期間活動してきたことで培っ

た知識や経験をもとに、客観的な意見、助言を述べることで、経営の監督をしてお

ります。（原則 4-7） 

（18） 当社は、独立社外役員について、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、

当社独自の独立性判断基準を定めて、次の通り公開しております。（原則 4-9） 

http://www.m2hd.co.jp/ir/corporate.php 

（19） 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行

の監督を行い、監査役会は取締役の職務執行等の監査を実施していますが、これら

とは別に、社外取締役を含む全取締役及び常勤監査役で構成される経営連絡会を任

意に設置し、経営陣幹部からの健全な企業家精神に基づく提案を迅速に受け、かつ、

取締役会での議論の活性化を助けるため、多角的な観点から事前の問題点の洗い出

し等を行い、ひいては迅速かつ果断な意思決定を支援する体制を取っております。

（原則 4-10） 

（20） 取締役会は、当社の事業内容や業界特性に精通した取締役 4 名と法務に深い知見を

持ち、また幅広い視点による経営に対する助言と監督ができる独立性を有する社外

取締役 1 名で構成されています。監査役会は 4 名で構成されており、2 名の財務・

会計・税務に関する知見を有している独立社外監査役が選任されています。監査役

を含めた現在の取締役会の人員数については、当社の企業規模及び事業内容を勘案

しますと適切と考えており、各種議案審議の実効性を確保しています。（原則 4-11） 

（21） 取締役会は、当社が純粋持株会社である一方、一部の取締役は事業子会社の業務執

行取締役を兼任するため、経営、財務及び外貨為替証拠金取引等の金融商品取引の

各分野において、専門的知識と豊富な経験を有する者と、社外取締役として有効に

牽制機能を働かせることができる者で構成されることが望ましいと考えており、実



際に、当社の事業子会社の事業内容や業界特性に精通した取締役 4 名と法務に深い

知見を持ち、また幅広い視点による経営に対する助言と監督ができる独立性を有す

る社外取締役 1 名で構成されております。 

選任に関する方針は取締役候補の指名に関する考え方と一致しています。 

また、取締役の選任手続きについては、会社法その他関連法令及び定款に基づき、

適切に実施いたします。（補充原則 4-11①） 

（22） 当社においては、役員が他の上場会社の役員を兼任する場合の適否については、当

該役員の判断に委ねていますが、役員が他の上場会社の役員を兼任しているときの

兼任状況については、毎年定時株主総会の事業報告及び有価証券報告書において開

示しており、必然的に兼任する会社の数は合理的な範囲にとどめられていると考え

ております。（補充原則 4-11②） 

（23） 当社では月 1 回開催される取締役会とは別に、任意機関として、社外取締役を含む

全取締役及び常勤監査役で構成される経営連絡会を設置し、毎週 1 回開催しており

ます。 

取締役会に付議される議案について、十分な時間を掛けて、事前に多角的に検討し、

問題の洗出しを行い、社外取締役からの質問・問題提起等について時間を掛けた対

応が可能となっております。 

この過程を経ることにより、社外取締役にも付議議案の内容を理解頂き、結果とし

て、比較的時間の限られた取締役会においても、ポイントを絞った有効な議論と意

見交換を尊ぶ気風が醸成されることとなっております。（原則 4-12） 

（24） 取締役会は、社外役員を含めた建設的な議論・意見交換の実現のため、以下に留意

した会議運営を行っています。 

１）当社では、取締役会は、原則月に一度、定例の取締役会を開催し、状況に応じ

て臨時取締役会を開催することを基本としております 

２）取締役会出席者の事前準備が可能となるよう、取締役会事務局は、付議議案お

よび関連資料を会日に十分に先立って送付を行い、必要に応じて事前説明を行うこ

ととしております。 

３）取締役会の年間スケジュールや予想される決算関連等の付議議案については事

前に決定し、取締役および監査役に通知しております。やむを得ず臨時取締役会を

開催するときには、社外役員に配慮して開催日を決定するように努めております。 

４）審議項目数を適切に設定し、審議時間を十分に確保できるよう会議開催時間を

工夫して設定しております。（原則 4-12、補充原則 4-12①） 

（25） 当社では、経営に関する全ての情報は、原則的に社内のイントラネット内の共有ホ

ルダーに保存されており、取締役及び監査役は、イントラネットでこれら情報にア

クセスできる権限を有しており、能動的に情報を入手することができます。 

また、取締役会事務局が各役員に情報・資料を提供する業務を行っていることは当



然として、全社外役員も当社のグループウェアにアクセスする権限を有しており、

直接、各社員とグループウェアを通じて、情報を交換できる地位にあります。（原則

4-13） 

（26） 当社取締役は、取締役会付議事項に関し、あるいは、直接的には関連しない事項で

あっても、取締役会事務局ないし担当取締役に対し、追加の情報提供を求めること

ができます。 

また、監査役についても同様であります。（補充原則 4-13①） 

（27） 当社取締役及び監査役は、その業務遂行上必要と認めるときは、外部専門家の助言

を得ることができ、その費用については、当社の規程に基づいて当社が負担するこ

ととしております。（補充原則 4-13②） 

（28） 当社では年度ごとに３回、内部監査が行われ、その報告書について、取締役に対し

ては回覧に供され、社外監査役を含む監査役に対しては、内部監査室から直接、報

告がなされるようにしており、連携が確保されております。（補充原則 4-13③） 

（29） 当社では、当社が加盟する外部団体等の主催する外部セミナーへの参加を推奨をす

るとともに、専門的知識を有する社外役員あるいは外部講師を招いての社内セミナ

ーを開催し、必要な知識や新しい知識の習得に努めております。 

なお、セミナー出席の費用は当社の規程に基づいて、当社が負担することとしてお

ります。（原則 4-14） 

（30） 当社の取締役及び監査役は、いずれも就任までに当社の事業・財務・組織等に関す

る必要な知識を取得し、また、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任

を含む）を十分に理解してから就任をしておりますが、必要に応じて知識を継続的

に更新する機会を持つよう努めております。（補充原則 4-14①） 

（31） 当社は、取締役・監査役に対するトレーニングについては、外部団体主催のセミナ

ー（特に、監査役については加盟している日本監査役協会主催の各種研修会等への

参加）及び外部講師を招いてのセミナーへの出席の参加を推奨することによってお

ります。（補充原則 4-14②） 

 

5. 株主との対話 

 

（1） 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する建設的な対話を促進す

るための体制整備及び取組みに関する方針として、以下の「株主との建設的な対話

に関する方針」を基本とします。（基本原則 5、原則 5-1） 

（2） 株主との建設的な対話に関する方針 

１）当社は、株主及び投資家との対話には代表取締役社長が主に行い、推進します。

（補充原則 5-1①） 

２）IR 担当部署である総務・IR 部を中心に、事業企画、財務、経理、法務部門等



と日常的に連携を取っており、株主及び投資家との対話を促進する実務を取り仕切

っております。（補充原則 5-1②）  

３）毎四半期の業績開示に合わせ、機関投資家を中心とした説明会を定期的に開催

し、必要に応じて代表取締役社長が参加する個別面談を行っております。また、個

人投資家向けの説明会も随時開催しており、これらの説明会の模様は、全てのステ

ークホルダーの皆さまが閲覧できるように、ホームページ等で動画、資料を配信し

ております。（補充原則 5-1②） 

４）IR 活動にて把握された意見等については、必要に応じて、経営連絡会や取締役

会にフィードバックされております。（補充原則 5-1②） 

５）インサイダー取引防止を目的とした「内部者取引防止規程」を定め、定期的に

教育を行うなど、インサイダー情報管理に留意しております。また、各四半期決算

の決算発表前の３週間を IR 自粛期間としており、この期間中は、決算に関するコ

メントや、お問い合わせへの対応を控えさせていただきます。ただし、IR 自粛期間

中に適時開示に該当する重大な事象が発生した場合には、適時開示規則に従い、適

宜、情報開示いたします。（補充原則 5-1②） 

６）当社は、年 2 回更新される株主名簿及び当社株式に関する大量保有報告書の提

出内容を確認する事により、株主構造の把握に努めております。（補充原則 5-1③） 

（3） 当社は、経営計画の策定に当たっては、収益計画や資本政策の基本的な方針及び収

益力・資本効率等に関する目標を定めるよう努めます。（原則 5-2） 

 

 

以上 


